
中小企業の皆さんを応援します                    2023.4.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「専門家派遣事業」は、東京都中小企業振興公社（以下「公社」）の制度で、経営課題を 

解決するために専門家の派遣を受け、アドバイス・サポートを受ける制度です。 

＜専門家例＞中小企業診断士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、技術士、IT コーディネータ ほか 

◆補助対象者 

 ・区内中小企業者 

 ・区内中小企業者によって組織された、同業者組合・商店会・異業種交流団体等の商工団体 

・区内中小企業者となる予定の「起業予定者」 

※区内中小企業者=個人事業主の場合は区内に主たる事業所があるもの。法人の場合は区内に本店登記地と主たる事業所があるもの。 

◆補助額（派遣 1 回あたり） 

 専門家への謝礼 23,５00 円に対し、公社と豊島区で以下の金額を補助します。 

なお、交通費については公社が半額補助します。 

※ 1 テーマにつき 8 回まで派遣可能です。（年間 1 企業あたり 1 テーマまで） 

 

 

 

 

 

 

 

◆受付期間 

 【交付申請】2024 年 2 月 21 日（水）まで 

 【完了報告】2024 年 3 月 13 日（水）まで 

◆手続き方法 

 裏面「補助金交付の流れ」参照 

◆注意事項 

・本補助金の申請は、公社へ専門家派遣事業の利用申込を行い、公社から決定通知を 

受取ってから行ってください。 

・本補助金の振込は、専門家の派遣終了後となります（詳細は裏面参照）。 

・「としま企業支援サイト（http://www.city.toshima-kigyo.jp/）」に未登録の場合は 

登録をしてください。 

・申請者多数の場合は、申請期間中でも受付を終了する場合がございます。 

◆問合せ先・書類送付先 

豊島区 文化商工部 生活産業課 商工グループ  

  住所：豊島区南池袋 2-45-1 豊島区庁舎 7 階 

  電話：03-4566-2742／F A X：03-5992-7088／E-mail：A0029099＠city.toshima.lg.jp 

～経営課題の解決をサポートする専門家の派遣費用の一部を補助します～ 

専門家 

公 社 が 補 助：11,750 円 

豊島区が補助：10,000 円 

申請者自己負担：1,７5０円 

交通費(実費) 公社と申請者が半額ずつ負担 

 

専門家への謝礼 

1 回 23,５00 円 

 



補助金交付申請

（利用者→区）

　申請者は、上記2の「専門家派遣事業に係る派遣決定通知書」
　が届き次第、以下の書類を区に提出し補助金交付の申請を
　行っていただきます。（郵送可）

交付決定通知

（区→利用者）

・区内に主たる事業所があることを証明できる書類
　（税務署の受付印のある個人事業の開廃業等届出書、営業許可書等）

・個人事業税の納税証明書（非課税の場合は確定申告書）
　※開業1年未満は個人事業税の納税証明書は不要

・履歴事項全部証明書（発行日から3か月以内のもの）
・法人都民税・事業税の納税証明書（または非課税証明書）
　※開業1年未満は法人都民税・事業税の納税証明書は不要

提出書類

・団体規約及び会員名簿

起業予定者 ・以下「6 事業完了報告」までに本表の該当のものを提出

　区は書類を審査し、補助金交付の対象となれば、
　「補助金交付決定通知書」を送付します。

※2 区の書類 ：としまビジネスサポートセンター補助金URL　https://www.toshima-biz.com/03_hojokin_senmonka.html

　【ダウンロード可】とある書類については、以下ホームページからダウンロードできます。

※1 公社の書類 ：東京都中小企業振興公社専門家派遣事業URL　http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/specialist/
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③　振込明細書等（窓口・ATMの振込控え、自動送金の明細、通帳）（写し）

⑤　としま企業支援サイト掲載申込書（未登録者のみ。事前送付及びデータでの送付可。）

　区は書類を審査し、「補助金額確定通知書」を送付し、
　指定の口座に補助金を振り込みます。（区→利用者）

交付額確定・ 振込

④　事業完了報告書【ダウンロード可※2】

　申請者は、以下の書類を区に提出し、専門家派遣完了の報告を
　行っていただきます。（郵送可）

①　専門家派遣を受けた内容及び今後の対応等に関する報告書（写し）【公社に提出した書類】

②　専門家派遣事業に係る請求書（写し）【公社から届いた書類】

 実績報告

6
事業完了報告

（利用者→区）

（利用者→公社）

　申請者は公社に「専門家派遣を受けた内容及び今後の対応等に関する
　報告書」【ダウンロード可※1】を提出し、派遣実績の報告をして
　いただきます。（郵送可）

専
門
家
派
遣
事
実
施
（
面
談
・
ア
ド
バ
イ
ス
等
）

①　補助金交付申請書【ダウンロード可※2】

②　専門家派遣事業利用申込書（写し）【公社に提出した書類】

③　専門家派遣事業に係る派遣決定通知書（写し）【公社から届いた書類】

④　下表の該当するものを提出（写し）

個人事業主

法人

区内中小企業者で
組織された団体

補 助 金 交 付 の 流 れ
- 専 門 家 派 遣 事 業 -

「東京都中小企業振興公社⇒公社」「豊島区⇒区」

　申請者は、公社に「専門家派遣事業利用申込書」【ダウンロード可※1】

　を提出し、専門家派遣の申込をしていただきます。

　専門家とのマッチングを経て派遣決定後、公社より「専門家派遣
　事業に係る派遣決定通知書」「専門家派遣事業に係る請求書」
　が届きます。

専門家派遣の申込

（利用者→公社）

専門家派遣利用 決定

（公社→利用者）

振込まで1か月程度
かかることがあります。

ご了承ください。


